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【 経 緯 】

地震による下水道施設の被災は、
①平成５年 １月発生「北海道釧路沖地震」
②平成５年 ７月発生「北海道南西沖地震」
③平成６年10月発生「北海道東方沖地震」と続き、

それまでは比較的被災の少なかった下水道施設に、大きな被害を
もたらした。

これらの地震をうけ、北海道下水道問題研究委員会が平成６年３月
「下水道地震災害対応の手引き」を発行（平成１１年３月改訂）し、
下水道被災都市における対応マニュアルを作成したが、兵庫県南部地震
（H7.1）のような大規模地震が発生した場合では、被災都市のみによる
対応が不可能であり、広域的な応援組織体制が必要となった。



北海道の下水道施設が被災を受けた近年の地震

平成 ５年 １月 釧路沖地震（震度6 M7.5 釧路市）

平成 ５年 ７月 北海道南西沖地震（震度6 M7.8 奥尻町）

平成 ６年１０月 北海道東方沖地震（震度6 M8.1 釧路市・厚岸町）

平成１５年 ９月 十勝沖地震（震度6弱 M8.0 浦河町・新冠町など）

平成１６年１２月 留萌支庁南部地震（震度5強 M6.1 苫前町）

平成２３年 ３月 東北地方太平洋沖地震（震度7 M8.4 宮城県）

平成３０年 ９月 北海道胆振東部地震（震度7 M6.7 厚真町）

※カッコ内は最大震度



◆ 北海道の災害発生時における協力支援体制

５

②．『災害時における下水道施設の復旧支援協力に関する協定』
《協定先》 ・ 一般社団法人 全国上下水道コンサルタント協会 北海道支部

・ 一般社団法人 日本下水道管路管理業協会
《協定先》 ・ 北海道 及び 道内下水道着手全市町村 （１５０市町村：札幌市除く）
《締結日》 ・ 平成３０年 ３月 ２３日（金）
《概 要》 被災市町村の要請により、下水道(管路）施設の円滑かつ迅速な被災状況調査や

早期復旧・復興に向けた技術的支援協力

①．北海道下水道災害対策会議 （平成８年度～）
《構成都市等》 北海道（議長） 札幌市・旭川市・函館市（副議長）

小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、北見市、留萌市、苫小牧市、
江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市の１５都市
日本下水道事業団

《概 要》 被災市町村の要請により、構成都市等から応援職員を派遣。



①「北海道下水道災害対策会議」の位置付け

大規模災害が発生し、被災市町村のみでは十分な応急措置を実施できない場合は、災害対策
基本法第６７条の規定に基づき被災市町村長等は、他の市町村長等に対し応援を求めること
ができるとされており、応援を求められた市町村長等は正当な理由がない限り応援を拒んで
はならないとされている。

また、北海道と北海道市長会、町村会は、「災害時における北海道及び市町村相互の応援に
関する協定」を締結し応援を円滑に遂行するための項目を定めている。

北海道下水道災害対策会議は、このような法律、協定のもと国民生活の重要なインフラであ
る下水道施設が災害等で被災を受けた時に、すみやかな応援体制を整えることを趣旨として
いる。

平成２６年 １月 ８日に「北海道下水道災害対策会議」設置要綱の改正され、道内のいかなる
地区で大規模災害が発生しても、より迅速な対応となるよう、会議本部及び幹事会の体制強
化を図るため、新たに函館市を副議長、副幹事とし、釧路市を書記とし現在に至る。



②災害時の下水道施設の支援協力に関する協定締結について【北海道】

●各市町村の下水道管理者は、地震や大雨等による災害時には、初動や応急
対策を迅速に行う必要があるが、職員減少の影響等により、大規模災害時に
は自らだけでは対応できないことが懸念

●このことから、 北海道は道内で下水道事業を着手している全ての150市町村
(締結済みの札幌市は除く)と共に一括して、災害時の下水道施設の支援協力
に関する協定を締結

●平成27年の下水道法改正により、大規模災害時には民間事業者等の協力を
得ながら災害復旧にあたることが可能となったことも、今回の締結を後押し



〇「北海道下水道災害対策会議」の構成員

平成９年１月３１日
北海道および応援可能１５都市、日本下水道事業団を構成員とする
「北海道下水道災害対策会議」設置。

【応援可能１５都市】
札幌市、旭川市、函館市、小樽市、室蘭市、釧路市、帯広市、
北見市、 留萌市、苫小牧市、江別市、千歳市、恵庭市、
北広島市、石狩市

【災害対策会議】
会議本部－議 長（北海道） 副議長（札幌市・旭川市）
幹事会 －幹事長（北海道） 副幹事長（札幌市・旭川市）

書 記（函館市）
事務局 －北海道



○会議本部の設置

災害対策会議は、次の各号に掲げる事態が道内に

おいて生じた場合に会議本部を設置する。

①震度６弱以上の地震が発生した場合。

②震度５強以下の地震またはその他の災害が
発生し、下水道施設が被災した自治体から
支援要請を受けた場合。



○協定の種類と締結先

①『災害時における下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定』

・協定先 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会（管路協）

⇒ 下水道管路施設の維持管理会社で構成される。(全国５40社：道内２４社)

②『災害時における下水道施設の技術支援協力に関する協定』

・協定先 一般社団法人 全国上下水道コンサルタント協会北海道支部（水コン協）

⇒上下水道の調査・設計等を行うコンサルタント会社で構成される。(１７社)

■ 協定締結日 ◇平成３０年３月２３日

■ 協定対象の下水道管理者 ◇北海道及び下水道事業着手 全150市町村



○ 協定の目的や主な概要

《 管路協 》
◇ 地震等の災害により、下水道管路施設が被災した場合に広域的な支援として行う復旧支援協力

に関して協定を締結し、下水道管路施設の機能の早期復旧を行うことを目的
◇ 下水道管路施設の応急復旧のために必要な業務（巡視・点検・調査・清掃・修繕等）。
◇ 被災自治体と管路協で業務契約し、復旧支援協力に係る費用は個々の負担とする。

《 水コン協 》
◇ 地震等の災害により、下水道施設が被災した場合に行う技術支援協力に関して協定を締結し、

被害の拡大防止と下水道施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。
◇ 被災自治体と業務実施者(水コン協構成会員)で業務契約し、技術支援協力に係る費用は

個々の負担とする。

《 両協会共通 》
◇ 各自治体が地元企業等と独自に構築している支援関係が基本であり、これによる対応が困難な

場合に北海道を窓口として支援要請をすることが出来るもの。
◇ 復旧支援要請は支援内容を明らかにした書面により行うことを原則とする。

⇒ 大規模地震の発生などを契機として、自動的にスタートするものではない。
◇ 協定締結日よりその効力を有し、書面による協定終了の意思表示が無い限り、効力を継続する。
◇ 災害時における被害状況の調査、応急復旧対策の検討、災害査定資料作成等。





○ 協定締結式の状況 下水道新聞



○地震時等における初動や応急対策を迅速に実施すべく、平素からの資機材の備蓄や民間事業者等との支援協定の締
結などを、下水道BCPとして策定するよう要請しているところ。

○下水道法改正により、第15条の2を新設。これに基づき民間事業者等と「災害時維持修繕協定」を締結した場合、第16条
の承認を受けることなく、民間事業者等が施設の維持・修繕を実施することが可能。

○平成27年11月に広島県府中町と下水道管路管理業協会との締結をはじめとし、現在は多くの団体が締結している

民間事業者等 下水道管理者

対策本部

協定に基づき実施した行為を
事後報告

災害時に想定される維持・修繕の事例

● 情報の集約
● 苦情の対応
● 応急対策の検討 など隆起ﾏﾝﾎｰﾙの切断

改正下水道法第15条の2に基づく
「災害時維持修繕協定」を締結した場合

下水道法第16条に基づく
施設の工事・維持に係る

下水道管理者の承認は不要

TVカメラ調査

巡回点検 ﾊﾞｷｭｰﾑ車による汚水移送

協定には以下の内容などを定めることとしている。
●協定の対象となる施設
●実施する維持・修繕に関する内容
●要する費用の負担方法
●協定の有効期間

協定は
「施設の維持・修繕を的確に行う能力を有すると認められる
者」と締結するが、民間事業者や日本下水道事業団などが想
定される。

改正下水道法第15条の２に基づく「災害時維持修繕協定」について

（国土交通省資料）



○災害時修繕維持協定

いままで

これから

あらかじめ協定を締結することで迅速に修繕が可能

災害 協議 契約 修繕

協定 災害 修繕









初動対応時の確認表



①災害時復旧支援協定について

② 災害復旧事業について

③ 被災時における報告等について



災害復旧事業について

●公共土木施設が災害を受けた場合に、これを復旧するにあたり費用の一部
を国が負担するものが「災害復旧事業」です。

●下水道の公共土木施設とは、①公共下水道 ②流域下水道 ③都市下水路

●災害復旧事業として認められるための３つの条件（負担法）
「災害復旧事業」として認められるためには次の３条件が必要
①異常な天然現象により生じた災害であること
②被災した施設が負担法上の公共土木施設で現に維持管理されていること
③その施設を地方公共団体又はその機関が施行するもの
※ 「その機関」とは、一部事務組合等をいう。
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【下水道施設が被災を受ける主な異常気象】
１ 降雨及び融雪出水による災害

（１）最大24時間雨量80mm以上の降雨及び融雪換算出水量

（２）時間雨量が特に大である場合（時間雨量が20mm程度以上の降雨

および融雪換算出水量）

２ 波浪による災害

高潮、うねりを含む波浪、津波による災害の内、被害の程度が比較的軽微

とは認められないもの。

３ 地震による災害

地震による施設災害については、これらの原因による被害現象そのものが

異常性があるものとして別に基準は定めていないが、社会通念上の被害で

あることが必要である。 22



【公共災害事業の適用から除外されるもの】

① １箇所の工事の費用が都道府県・指定都市に係るものにあ

たっては120万円、市町村に係るものにあたっては、60万円
に満たないもの。（なお、査定決定額が限度額以上であっ

たとしても、実施設計額がこの対象額に満たない場合も国庫

負担の対象にはならない）

② 下水道の排水施設の埋塞で、埋塞土砂の断面積が管渠等

の断面積の３割に満たないものの排除のみの工事

23



【のみ災】

下水道の排除および処理に直接影響しない施設（例えば

車庫、駐車場、要員宿舎、案内板、樹木及び修景芝等）に

係る災害及び門、柵又は塀のみに係る災害

災害申請し、災害査定において「のみ災」となった場合は

「失格」（維持工事）となります。

（例）下水道の排水施設の埋塞で、埋塞土砂の断面積が管渠

等の断面積の３割に満たないものの排除のみの工事
24









０次調査：目視の緊急調査
１次調査：MH開閉による調査
２次調査：カメラ調査

15次査定（11/26～30）
ひだか町

◆ 地震発生後のスケジュール

18次査定（12/17～21）
厚真町・安平町・むかわ町





平成３１年　１月３０日現在

被災報告 査定目論見 査定

（百万円） Ａ（百万円） Ｂ（百万円）

札幌市
６－
～４

被災報告 査定目論見 査定

（百万円） Ａ（百万円） Ｂ（百万円）

厚真町 ７ 890.8 534.5 524.3 98.1% 4
○汚水管（被災）　約2.9ｋｍ　　○雨水管（被災）　約0.3ｋｍ
○処理場・ポンプ場の外構沈下 (約15㎝)
◆災害査定：H30.12.17

安平町 ６＋ 1,869.2 898.6 905.0 100.7% 10
○汚水管（被災）　約6.8ｋｍ　　○処理場（２箇所）可とう管・
　管廊継目の破損等
◆災害査定：H30.12.18～19

むかわ町 ６＋ 465.4 245.7 243.8 99.2% 5
○汚水管（被災）　約1.2ｋｍ　　○処理場 管路破断 ・ 外構
　沈下等
◆災害査定：H30.12.19

日高町 ６－ 250.0 252.9 247.9 98.0% 5
○汚水管（被災）　約0.9ｋｍ　　○雨水管（被災）　約0.3ｋｍ

◆災害査定：H30.11.26

函館市 ５－ 13.0
停電の影響による、非常用自家発電機２箇所の故障等

災害申請取り下げ

北海道 ５－ 15.0
石狩湾新港地域公共下水道　南部ポンプ場の汚水ポンプ故障

災害申請取り下げ

3,503.4 1,931.7 1,921.0 99.4% 24 札幌市除き

3,503.4 1,931.7 1,921.0 99.4% 24 札幌市含む

自治体名 震度
本
数

概　　　要

本
数

概　　　要

合計

小計（道＋市町）

査定率
B/A(%)

自治体名 震度 査定率
B/A(%)

【下水道】 公共土木施設被害 災害査定総括表（北海道）



下水道施設の被災状況【札幌市 震度４～６弱】

１次査定 (11/19～22)    
被災概要 汚水1.3km,雨水0.9km
災害査定決定額 約1,020百万円
申請本数３(清田区・北区ほか)

31２次査定 (1/21～25)
被災概要 汚水1.2km,雨水0.9km
災害査定決定額 約 627百万円
申請本数３(里塚地区・東区ほか)

１ 処理場(10箇所)・ポンプ場（18箇所）
○施設や処理能力への大きな影響なし
○全市停電により、自家発電で運転

⇒ 資源エネルギー庁及び災害時協定を
締結している 民間企業へ燃料の手配
を依頼

⇒ 9月8日までに全施設順次復電

２ 管路（総延長 約 8,274km ）
・０次調査対象：435.1km
・１次調査対象： 76.9km
・２次調査対象： 36.6km
・被災延長 ： 11.7km
（対延長比0.14%）

下水道の被害

清田区里塚地区
住宅地の液状化

清田区里塚地区
液状化MH突出

北区屯田地区

東区北46条東15丁目周辺

厚別地区

白石区
川下地区

清田区清田地区

清田区
里塚地区

清田区美しが丘地区

地区名は概略の場所を図示して
いるので、査定申請地区名と異なる











1.1



○ 北海道胆振東部地震を振り返って

◇ 停電（ブラックアウト）の想定

・被災の無い市町村でも、処理場・ポンプ場の発電機による対応が生じた。

・メールやＦＡＸ、電話等の通信機能が麻痺。

・発電機の燃料切れのリスク→燃料ストックに関する規定がない。

◇ 小さな自治体における初動遅延

・人命救助や避難所運営に人が割かれるため、早期の被災状況把握が困難。

・支援要請の判断も、受入体制が整わず、早期決断が困難。

◇ 下水道台帳管理の重要性

・１次調査で使用する管路網図の電子化（タブレットによる機動性確保）

・現場に入る前の調査表等の事前作成

・自治体間における共有保管の検討
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取組状況
・道内市町村は簡易版BCP(連絡体制の構築等)についてはH27末で100％策定済。
・改定マニュアルを踏まえたＢＣＰの見直し状況については約150自治体で策定済
・北海道はＨ27年7月に３流域、１特定公共について策定済。

ＢＣＰとは？
・災害や事故など不測の事態を想定して、事業継続の視点から対応策をまとめたもの。

危機発生の際、重要業務への影響を最小限に抑え、仮に中断しても可及的速やかに
復旧・再開できるようにあらかじめ策定しておく行動計画。

ＢＣＰ（業務継続計画）の策定



大規模豪雨

2019年 下水道ＢＣＰマニュアル改訂の方向性について

【新たに見つかった課題】

・内水氾濫の既往最高水位をベースに地盤を

かさ上げしていたが、洪水により施設が被災し

た。

・施設周辺が浸水し、近づけなかった。設計図

書も

水没し、被害状況の調査が難航した。

・ポンプ場や燃料貯蔵庫は耐水化していたが、

燃料移送ポンプが浸水により停止した。

・長期間の停電によって、非常用発電設備の

燃料が不足し、不安定な運転操作を強いられた。

・燃料調達の要請時に必要となる情報（油種、

備蓄量、運転可能時間等）が決まっておらず、

要請までの情報収集に時間を要した。

長期間の停電時

【マニュアル改訂のポイント】

浸水時における機能停止リスクの把握

・内水のみならず洪水等の浸水想定区域、継続時間、

浸水深等の把握

・主要機器(ポンプ、原動機等)や補機類(燃料移送機器等)

への影響の把握 等

下水道施設の浸水時における行動計画の策定

・揚水機能等の稼働状況の早期把握方法

・必要とされる資機材の確保と運用方法の確立 等

災害時の燃料供給体制等の確保

・燃料供給業者との協定締結

・燃料供給要請と円滑な情報共有体制の確保

・非常用発電設備がない場合の対処方針

（管内貯留時間の把握等）

済

未



北海道において処理場・ポンプ場の浸水は今まで発生したことがほぼ無
いが、中高頻度で発生する洪水氾濫等（１／５０程度）に対応する施設
の耐水化を計画する。

それより高い浸水についてはＢＣＰによる早期に機能を回復するようソ
フト対策を行う。津波浸水で中高頻度で発生する氾濫水位以上のものに
ついても同様の考えをする。

ＢＣＰで浸水深を確認。

洪水でも内水でも浸水しな
いのであれば計画を策定し
なくても良い

北海道に提出する必要はありませんが
作成する必要があります。フォローアップ予定あり

１／１０００

耐水化計画について



① 水害における被害想定

② 水害発生時における事前対応

③ 必要なデータ、資機材の保管

④ 事前対策の計画的な推進

①河川管理者の浸水想定図等をもとに
水害時に機能停止の恐れのある施設を
把握

②警報・注意報の発表から浸水等の被
害が発生するまでの対応について、優
先実施業務に追加

③水害時の浸水に備えた各種データや
資機材の保管を位置づけ

④事前対策の検討項目に被害の発生予
防のための対策を追加

BCPのブラッシュアップをまだ
着手していない市町村が多数あ
り。

令和２年度中に確認願発出済

コロナ対応でも必要

止水板や土嚢の準備

下水台帳の電子化耐水化計画により変更する部分
については修正をお願いします。

フォローアップ予定あり

水害を考慮した下水道ＢＣＰの主な観点



●北海道下水道災害実地訓練（案）



０１５：３０

【概要】実地訓練イメージ(1)

【被災自治体】
◇ 緊急調査の結果報告
◇ 住民からの要請や

苦情等把握

【応援自治体】
◇ 情報や状況の把握

(1) 前線基地で情報の把握や共有

１日目(図上訓練)のイメージ ⇒ 参加地域からの集合後

【被災・応援自治体】
◇ １次調査の必要班数や

方針の決定
◇ 溢水ヶ所の把握

(台帳システム等)
◇ ライフラインの状況や宿泊施設、

コンビニの状況把握等
◇ 危険ポイントの確認

【共通】
◇ スムーズな情報共有
◇ 正確な情報伝達
◇ 役割分担

(2) 調査計画立案 (3) 反省会(検証)



【概要】実地訓練イメージ(２) 

【自治体】
◇ MH蓋の開閉訓練（内部の滞水や破損状況）
◇ １次・２次調査の実施（自治体及び管路協）

(4) 調査及びMH蓋開閉等 (5) 管路協
(高圧洗浄車や強力吸引車等)

２日目(現地訓練)のイメージ

【管路協】
◇ 作業車による洗浄や土砂の除去
◇ カメラによる破損状況の確認
⇒ 災害対策本部への報告
⇒ 査定資料作成(水コン協)



①災害時復旧支援協定について

② 災害復旧事業について

③ 被災時における報告等について



下水道施設における
各種被害及び事故発生時等の報告

１ 地震発生時の被害状況報告

２ 津波被害報告

３ 大規模停電時報告

４ 浸水被害報告

５ 工事事故発生時報告

(R4.5.19事務連絡⇒一部変更予定)



１ 地震発生時の被害状況報告

対象：震度４以下（被害があった場合のみ）

①第１報として《表４－２被害状況報告》

⇒第１報として被害があるかないか最低限の情報

⇒必ずFAXとメール両方を送信

⇒地震発生後２時間以内に報告

②詳細な被害状況が判明後、

【様式１】施設被害報告様式 および

【様式２】被害状況（写真・位置図） を報告
※地震時に自動メール配信されるGアラートもご利用ください。



２ 地震発生時の被害状況報告

対象：震度５弱以上（被害の有無に関わらず報告）

①第１報として《表４－２被害状況報告》

⇒第１報として被害があるかないか最低限の情報

⇒必ずFAXとメール両方を送信

⇒地震発生後２時間以内に報告

②詳細な被害状況が判明後、

【様式１】施設被害報告様式 および

【様式２】被害状況（写真・位置図） を報告

※震度５弱以上の地震については、３０分以内に、電話またはメールなどで連絡が

とれる体制を構築する。（！家族などの人命最優先で！）

※地震時に自動メール配信されるGアラートもご利用ください。





２ 津波被害報告

対象：下水道施設に津波による被害が発生した場合

報告様式：定型の様式なし

報告方法：任意（被害確認後、速やかに）



３ 大規模停電時報告

対象：下水道施設において12時間以上の停電対応（自家発電

機稼）を行った場合

報告様式：定型の様式なし

報告方法：任意（発生後速やかに）



４ 浸水被害報告

対象：下水道全体計画区域内で発生した浸水

（床上浸水、床下浸水）

報告様式：都市浸水被害報告書

報告方法：任意（発生後速やかに）

※浸水により下水道施設の被災、下水道に起因する人災、下水道
区域内の浸水被害が報道された場合（道路冠水のみなどの軽微な
ものは除く）、または報道の可能性がある場合は、３０分以内に第１
報を報告する。



４ 浸水被害報告
報道された場合、または報道される可能性があるときの報告について

下水道区域内の浸水において、マスコミ報道が想定される社会的影響が甚大な浸水被害の場合

例① 内水氾濫に伴う人的被害（死傷者）が発生した場合

例② 地下街や地下通路、地下的駅等で浸水の事象が発生した場合

例③ 地下空間（民間ビルも含む）やアンダーパスで人的被害が発生した場合

例④ 内水氾濫で国道等の主要幹線道路が通行止めになった場合

報告事項

① 放送局・新聞社

② 日時

③ 取り上げられた事象（地下空間への浸水や人孔からの噴水など）

④ 取材対象となった施設とその場所

⑤ 人的・物的被害







５ 工事事故発生時報告

対象：下水道工事に関係する死亡、休業４日以上の負傷事故

※事故発生の事実を確認した場合は、死亡、休業４日以上の負傷

の有無にかかわらず、把握できる範囲を様式１へ記載のうえ、

速やかに報告する。

報告様式：工事事故報告様式１～３ほか

報告方法：メール等（発生後速やかに）







都市環境課下水道計画係への

夜間・休日の電話連絡の事象内容
①震度５弱以上の地震が発生した場合。

②下水道施設の被災や下水道区域内における床上・床下浸水被害、

道路陥没など下水道に起因した事故。

③下水道区域内の浸水被害が報道された場合（道路冠水のみなどは除く）

または報道の可能性がある場合。

④上記以外の事象等により、緊急に連絡しなければならない場合

※なお、地震発生等に伴い、夜間・休日に連絡が必要となる場合は、都市環境課下水道計画

係職員が事象内容等により登庁しますが、他の電話対応等ですぐに電話に出られない場合

がありますので、繋がらない場合はメールでの連絡（報告）をお願いいたします。



【災害が発生した際の道庁への報告について】

上記の日程は変更となることもあります。

被害報告書の提出に関する情報は、都市環境課下水道計画係から各市町村へメール等により通知します
ので、都度対応をお願いいたします。

また、被災による現場対応により、報告が困難な場合は、電話連絡にて、その時点でわかっている情報
を報告ください。

目論見
取りまとめ

災害査定災害発生
被害報告
第１報

被害報告
最終報

被害報告
最終訂正

道庁への報告５日以内

３週間以内

査定まで２ヶ月以内

（災害発生から災害査定までの流れ）





何かわからないことがあれば
どんなことでも良いので
道庁都市環境課下水道計画係まで
ご気軽にご相談下さい。

おわりに



ご静聴ありがとうございました。


